
提

出

者

島

�

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
提
出

質

問

第

四

三

号

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
掲
げ
ら
れ
た
社
会
保
障
改
革
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
掲
げ
ら
れ
た
社
会
保
障
改
革
へ
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書

小
泉
総
理
は
、
平
成
一
五
年
の
衆
議
院
選
挙
で
「
小
泉
改
革
宣
言

自
民
党
政
権
公
約
二
〇
〇
三
」
を
国
民
の
前
に
提
示
し

た
。
こ
の
結
果
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
基
づ
い
た
有
権
者
の
判
断
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。

年
金
・
医
療
・
介
護
と
い
っ
た
社
会
保
障
の
分
野
に
つ
い
て
、
小
泉
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
ど
の
よ
う
に
内

閣
の
政
策
と
し
て
実
行
さ
れ
、
そ
の
結
果
ど
の
よ
う
な
効
果
が
出
て
い
る
か
、
以
下
内
閣
の
見
解
を
お
示
し
い
た
だ
き
た
い
。

一

「
国
民
負
担
率
か
ら
見
た
税
制
と
社
会
保
障
負
担
の
あ
る
べ
き
姿
」
と
い
う
項
目
で
は
、
「
税
と
社
会
保
険
料
負
担
を
あ

わ
せ
た
国
民
負
担
率
を
五
〇
％
以
内
に
維
持
す
る
目
標
を
掲
げ
て
歯
止
め
を
設
け
、
将
来
に
わ
た
り
活
力
を
失
わ
な
い
よ
う

な
税
制
と
将
来
不
安
の
な
い
社
会
保
障
制
度
を
作
る
。
現
役
世
代
の
負
担
が
過
重
に
な
ら
ず
、
各
世
代
が
応
分
か
つ
公
平
に

負
担
す
る
仕
組
み
と
す
る
た
め
、
将
来
の
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
つ
い
て
も
国
民
的
論
議
を
行
い
、
結
論
を
得
る
。
」
と
記

載
し
て
い
る
。
こ
の
達
成
の
た
め
、
内
閣
は
ど
の
よ
う
な
施
策
を
講
じ
た
の
か
。
そ
の
結
果
、
将
来
的
に
国
民
負
担
率
が
五

〇
％
を
超
え
な
い
社
会
保
障
制
度
は
構
築
で
き
た
の
か
。

二

「
少
子
高
齢
時
代
に
対
応
す
る
年
金
、
医
療
、
介
護
等
社
会
保
障
制
度
の
再
構
築
」
と
い
う
項
目
で
は
、
「
社
会
保
障
の

基
本
で
あ
る
年
金
、
医
療
、
介
護
に
つ
い
て
、
少
子
高
齢
社
会
の
下
、
若
者
と
高
齢
者
が
支
え
あ
う
、
公
平
で
持
続
可
能
な

一



制
度
を
構
築
す
る
。
」
と
記
載
し
て
い
る
。
内
閣
と
し
て
、
現
在
す
で
に
こ
う
し
た
制
度
は
構
築
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
の

か
。

三

「
待
機
児
童
ゼ
ロ
作
戦
」
と
い
う
項
目
で
は
、
「
平
成
一
四
年
度
に
五
万
一
千
人
増
加
し
た
受
入
児
童
数
を
平
成
一
六
年

度
ま
で
に
さ
ら
に
一
〇
万
人
増
加
す
る
。
」
と
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
目
標
は
達
成
さ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
結
果
待
機

児
童
の
数
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
の
か
。

四

「
男
女
共
同
で
行
う
子
育
て
支
援
」
と
い
う
項
目
で
は
、
「
育
児
・
介
護
休
業
法
を
改
正
し
、
現
行
最
長
一
年
と
な
っ
て

い
る
育
児
休
業
の
取
得
期
間
延
長
な
ど
、
両
親
が
働
き
な
が
ら
、
男
女
共
同
で
子
育
て
で
き
る
環
境
を
整
え
る
。
」
と
記
載

し
て
い
る
。
内
閣
と
し
て
、
両
親
が
働
き
な
が
ら
男
女
共
同
で
子
育
て
で
き
る
環
境
は
す
で
に
整
備
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る

か
。
ま
た
、
出
生
率
の
向
上
や
、
男
性
の
育
児
休
業
の
取
得
率
の
向
上
な
ど
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
成
果
が
上
が
っ
て
い

る
か
。

五

「
障
害
者
基
本
法
改
正
案
の
早
期
成
立
」
と
い
う
項
目
で
は
、
「
『
障
害
者
基
本
法
改
正
案
』
を
早
期
に
成
立
さ
せ
、
障

害
者
の
人
権
を
守
り
、
差
別
を
禁
止
し
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
を
推
進
す
る
な
ど
、
障
害
者
の
総
合
的
な
支
援
施
策
を
計
画

的
に
進
め
る
。
」
と
記
載
し
て
い
る
。
内
閣
と
し
て
障
害
者
の
人
権
擁
護
、
差
別
禁
止
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
社
会
推
進
に
つ
い

二



て
、
法
律
改
正
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
っ
た
点
が
具
体
的
に
改
善
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

三


